
（女性活躍推進法） 

社会福祉法人五蘊会 行動計画 

 

女性が活躍できる雇用環境の整備のため、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間  

令和６年４月１日～令和９年３月３１日（３年０ヶ月間） 

 

２ 内 容 

 

目標１：管理職に占める女性の割合を 25%以上にする。 

 

＜対策＞ 

●令和６年 ４月～ 職員全員を対象にハラスメント研修を実施するなど、職場におけるハ

ラスメント対策を強化し、職員が働きやすい環境を作る。 

●令和７年 ４月～ 採用活動において、管理職候補者の積極的な採用を推進する。 

●令和８年 ４月～ 管理職候補の社員に対する個別支援プログラムの実施。 
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